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－はじめに－ 
 

 地育力向上連携システム構築の意義とは、少子・高齢化や産業の空洞化を超えて、持続可能な地域

を創り出すための人材育成システムを形づくるという点にあります。 

 そのシステムは、多くの市民に、地域の価値に気づき、地域を大切に思う心を醸成するとともに、

地域を担う人材や様々な分野で活躍する人材を生み出していく飯田の教育の土壌を豊かにするもの

です。本プロジェクトでは、現状分析を行い、課題を抽出し、解決の方向性を検討しました。第５次

基本構想の政策・施策にこの方向性を生かしながら、今後、具体的な事務事業の展開に結びつけるも

のです｡ 

 

 

－第１章－ 地育力を考える 

 

第１節 飯田市の現状を観る 

 少子高齢化について見てみると、合計特殊出生率は１．６５と全国平均１．２９、長野県平均 
１．４４（平成１５年）を上回っているものの、人口を維持する水準である２．０８には及ばない数

値となっています。一方高齢化は２５．９%（平成１７年１０月１日現在）と全国平均を１０年先に
行く水準であり、飯田下伊那の人口は、数年前から減少局面に入っています。     （資料１） 
産業面では、全国よりやや遅れる形で景況感の改善が始まっています。有効求人倍率も、１．２５

倍（飯田公共職業安定所管内）と全国平均１．０９倍を上回っています。商業面では、中心市街地の

空洞化には歯止めがかかっていません。農業構造は大きく変化しており、販売農家戸数や、耕作面積

が減少しており、担い手の減少が著しく、耕作放棄地も１７１haに及んでいます。   （資料２） 
 人材の流出については、『高校卒業後の居住地（推計）』において明らかなとおり、高校卒業時には

約８０％が一旦ふるさとを離れることとなります。続いて徐々に帰郷しますが、約４割が飯田下伊那

に残り、６割は他の地域に生活の基盤を得ています｡                （資料３） 
 地域経済の損益計算書の反映ともいうべき経済自立度について、地域経済活性化プログラム２００

６における平成１５（２００３）年数値によれば、飯伊の産業に由来する波及所得総額は、地域全体

の必要所得額３,５６２億円の４３.５％、１,５５１億円にとどまっています。    （資料４ ５） 
              
第２節 子どもたちを取り巻く状況  

 この２０年間で子どもたちや親を取り巻く状況は大きく変わりました。飯田市の子どもたちの標準

学力検査実施結果から観ると、学力到達的には全国平均レベルであるといえます。一方で今、子ども

たちに公共や他者に関わる心が育ちにくい状況が生まれています｡その原因は社会、家庭、学校と複

雑に絡み合っています。テレビゲーム機器などの急速な普及やマスメディアから流される圧倒的な情

報量は、いわゆる仮想現実（バーチャルリアリティ）の世界を子どもたちにもたらし、『知っている

ことをあたかも体験したこと』のように錯覚させる一因となっています 
 また、親の世代（主体は１９６０年代出生）は、経済的に豊かな時代に成長しており、自然体験や

生活体験が不足しています｡その結果、体験による様々な知恵や感動を子どもたちに伝えることがで

きなくなっています。くわえて、消費生活の中で、親が｢我慢する・耐える｣ということを子どもたち

に教えられなくなっており、子どもたちが社会と関わる基礎的な力の低下を招いています｡ 
 さらに、家庭の教育力（様々な体験や世代間交流、社会との関わりを通じて醸成・体得される次世

代育成のための力）が低下しており、基本的な生活習慣や「自分で考え、自分で判断し、自分で行動

し、自分で責任をとる」という基本的な人間形成が不充分になっています。情報活用能力が低く、電
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子メディアの活用と抑制が不充分です。くわえてコミュニケーション力（人間関係構築能力）が衰え

ていることが伺われます。生徒と生徒、教師と生徒、生徒と家庭の意思疎通が不足していることが小

中高校ともに共通しており、家庭と学校の相互信頼度の低下が起こっています｡中高校生の社会参画

については、その機会を地域が確保していないという指摘もありますが、それ以上に、子どもたちに

社会参画するという動機付けがされていない面があることも事実です。（資料６ ７ ８ ９ 10 11 12）
    
第３節 子どもたちの意識と課題 
 平成１８年５月に飯田市公民館が実施した｢小学生を対象とした生活アンケート｣結果によれば、起
床、身支度、食事、トイレ、就寝、あいさつ等の基本的生活習慣の定着率は、約６割に止まっており、

家庭教育における躾の課題が明らかになっています｡ 
 平成１７年度に愛知大学三遠南信連携センターが実施した｢三遠南信地域の中学生の社会力と職業

意識に関する調査｣結果によれば、南信州地域の中学生は、東三河、遠州地域の子どもたちと比較し

て、将来就きたい職業志向のうち、挑戦的な志向が比較的少ないことが特徴であると分析しています。

また、｢居住願望｣については、飯田に住み続けたいと答えたものは全体の２割弱（１７％）にとどま

っており、住み続けたくない約４割（41.5％）、まだわからない約４割（41.5％）となっています｡ 
 平成１８年６月に実施した、飯田下伊那地区内の高校９校の生徒を対象にした意識調査によれば、 
学校や先生、友人、家族との関係については、６割から８割が満足していますが、「成績」について

は、ほぼ満足していると思われる高校生は、全体の３割程度に止まっています｡「卒業後住み続ける

か」との問いに対しては、この地域にとどまりたい、一旦地域外に進学就職しても将来戻りたいと答

えた生徒が、全体の約５割となっています｡高校卒業者が最終的に約４割の定着度にとどまっている

現状（地育力中間報告推計）や戻る希望がないと答えた約３割の生徒も、その理由として希望する進

学先や就職先がないことを上げており、今後地域の高等教育や産業の受け皿の充実に向けた努力をす

る必要がありそうです｡「ふるさとへの愛着」と「帰郷希望」については、相関関係があると考えら

れます｡すなわち、ふるさとへの愛着を感じている生徒ほど、地域定着や一旦外に出ても戻る意識を

もっていることが伺われます｡「地域行事への参加」は、余り参加しない、全く参加しないと答えた

生徒が約６割となっており、また、「地域の小中学生との交流」については、約８割の生徒が殆どな

いと答えており、高校生と地域のつながりが、希薄になっている様子がうかがわれます。     

                                    （資料13 14 15 16） 
 
第４節 家庭の状況と背景 
 家庭は、大きくその機能を変えてきました。生産の単位から消費生活の単位へ変遷したため、家族

が助け合って日常生活を遂行する必要がなくなり、父親の役割、母親の役割、子どもの役割が消費生

活の中に埋没しています。また、テレビ視聴や消費生活の充実などの中で育てられた１９６０年代生

まれの世代が子育て期を迎えており、自然体験や生活体験、人々との交流といった体験が不足してい

ることに起因する、公共に関わる心の低下や自己責任回避等の課題が親の世代にも現れています｡ 
 飯田市においても１人から３人世帯が全世帯の６５％を占めており、核家族化の波には抗うことは

できませんが、三世代世帯も残っており、本来家族の持つ世代を超えたコミュニケーションや生活の

知恵の伝承、伝統的な行事等も行われています。                （資料17 18） 
 
第５節 地域の状況 
 地域のコミュニケーションについては、市民意識調査結果からみると、自主的な地域活動への参加

を「殆ど行っていない」と答えた人が全体の３分の２を占めており、公民館活動や今後の地育力を考

える上で、大きな隘路となりそうな状況となっています。              （資料19） 
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第６節 地育力とは何か｡ 
 
 
 
 
 
 
 環境問題や労働力の世界的な移動、瞬時に世界とつながる情報技術の進化など、好むと好まざると

に関わらずグローバル（世界的）に考え、ローカル（地域的）に行動することが必要になっています。

世界観をしっかり持ちながら、しかし行動は地域を変える実践から行うことが必要になっています。 
そういう意味からも歴史認識に基づいた独自性の認識が必要です。そして、それが今の飯田市民を形

づくっていることを自覚するべきです｡ 
 この地域に暮らす誇りと自信の回復は、自らの宝物を探す作業に似ています。生物の多様性、多彩

な地場産業、厚い人情、産業や歴史・文化・民俗・自然・人などの地域の資源に光を当てて、その価

値に自ら気が付くこと、市民の全体で共有することが必要になっています。  
 新しい人材を生み出す地域の力とは、住民の自主的な活動や学習、及び行政との協働作業で生み出

される地域をより良くしようとする思いと行動力です。地育力の対象範囲は市民の全てのライフステ

ージに及ぶものです。                             （資料 20） 
 
 
 

 －第２章－ 地域の教育運動から 

 

第１節 教育の歴史を概観する 

 江戸期には庶民の教育機関として、寺子屋が｢読み・書き・そろばん｣の役割を担ってきました。こ

れは、平田篤胤の国学の薫陶を受けた飯田下伊那の農民や商家、僧侶などの門人達により支えられた

教育制度でした。明治５年（1872）8 月 3 日の学制公布以来、近代教育の制度の中で変遷するととも

に、地域独自の教育活動に取り組む土地柄を背景に教育の歴史が積み重ねられてきました｡ 

 

第２節 自由画教育運動 

 教育運動として特筆すべきは、自由画教育運動と白樺派の自由教育運動です。大正デモクラシーと

いわれた国民の政治的自由の獲得を目指す運動の波に乗って、多彩な形で自由主義教育運動が盛り上

がりを見せます。 

 飯田の自由教育は、竜丘小学校教員木下紫水が大正３（１９１３）年に提唱した図画教育運動です。

児童中心主義をとり、心に感じた自由な心象風景を画で表現するという絵画教育の一大革命を実践し

ました。それらは自由な表現手法による綴り方（作文）や音楽教育にも波及し、自由教育の花が大き

く開花しました。このリアリズムに基づく教育運動は、今日的な意味も含んでいます。また、こうし

た自由教育の背景には、竜丘キリスト教伝道館活動を背景としたキリスト者と日曜学校などを通じて

住民と共に歩んだ仏教者の協働という、自由教育運動の哲学的背骨がありました。    （資料 21） 
                                       
第３節 公民館の成立と住民参画の歴史 
 第２次世界大戦前の自由画教育や、青年運動から生まれた伊那自由大学などに代表される先進的な

歴史文化風土を背景に、戦後いち早く新文化運動がスタートしました。終戦直後から、青年団や地域

住民の自主的な文化・学習運動が活発に展開されており、昭和２１年７月に文部次官通牒「公民館の

設置運営について」が発表され、昭和２２年から２３年にかけて各地で公民館が設置されました。 

 『飯田の資源を活かして、飯田の価値と独自性に自信と

誇りを持つ人を育む力』 
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 公民館設置の当初から、その組織には専門部が設けられていました。当時の公民館はこの戦後の混

乱の中で荒れた人々の生活や心を立て直すとともに、地場産業の復興などの課題に応える、いわば生

活要求に密着した形での活動を開始しました。 
そして、１９５０年代後半からの合併を経てなお、旧村単位に地区公民館を残し、現在２０地区全

てに公民館が設置され、社会教育の拠点となっています。飯田市は昭和４６年に文部省の委嘱を受け

て公民館の運営基準についての研究を始めました。そして昭和４８年、現在の公民館運営にもつなが

る「①地域中心の原則②並立配置の原則③住民参画の原則④機関自立の原則」の４つの運営原則が確

立され、社会教育の先進地として全国に名を轟かせることになりました。 
 
 

 －第３章－ 地育力を構成する要素 

 

第１節 体験（自然体験・生活体験・交流体験）を基軸に 

１．２００２年新学習指導要領のねらい 

 新学習指導要領のねらいは、子供を取り巻く環境が大きく変化しており、その変化に対応し、完全

週５日制の『ゆとり』の中で特色ある教育を展開、児童生徒に『生きる力』を育成するため、①豊か

な人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を醸成する。また、これからの社会を担う

子ども達には、②自ら学び、自ら考える力が大切であり、各教科ならびに総合的な学習の時間で体験

的な学習、問題解決的な学習を充実する。さらに、③ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・

基本の着実な定着を図り、個性を生かす教育を実施する。そのために、④各学校が創意工夫をこらし、

特色ある教育、特色ある学校づくりを進めることとしました。 
 

２．総合的な学習の捉え方 

 総合的な学習は、小学校（第３学年～）で７０時間、中学校で各学年１００時間程度となります。

年間３５週で換算すると週２から３の授業時数となります。しかも時間割の設定も学校が裁量権を持

つこととなります。基本的には教科書もなく、それぞれの学校がその責任と自主性と創造性において

創るカリキュラムと規定されています。その学習は「みんな揃って」という従来の発想から、生徒個

人の自由な選択の中で、しかし仲間との共同作業を前提とする学習に転換するという大きなねらいを

持っていました。 
 

３．『生きる力』とは何か。 

  地育力プロジェクトは、この『生きる力』を、『困難に立ち向かう力』または『艱難辛苦とたたか
う心』と位置づけたいと考えます。誰にも失敗はあります。しかし、失敗を糧とすることで、すべて

の行動は、その成否を問わず人間的な成長に結びつくものと考えます。そして学校・家庭・地域社会

が意図的に関わり、自然体験、生活体験、人々との交流の機会を用意し、そこに結びつけることが『生

きる力』を育むことだと考えます。 
 

４．体験活動と道徳性の発達の相関性 

 平成１１年度の文部科学省（当時文部省）によれば、自然体験や生活体験が豊富な子どもほど、道

徳観・正義感が身についています。また、共通の体験をすることによって、人間関係の構築能力、す

なわちコミュニケーション能力や他者との共生という道徳観が身についていくことになります。    
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                               平成１１年度文部科学省調査 

 

５．地育力における体験の理念 

 体験とは単なる動作を真似ることではありません。成功したことに喜びや誇りを感じ、負けたこと

や失敗したことを乗り越えて、さらに様々なことに挑戦していく子どもたちや若者を生み出すことが

大切です｡そのためには、小中高校生のうちにできるだけ体験を重ねておくことが、経験の引出しを

心の中に形成することになります。勉強だけの価値観でない、多彩な体験の中から人間を判断する多

様な価値観を持つことが必要です。テレビゲームや仮想現実（バーチャルリアリティ）の世界に勝る

体験を与えていくことが大切です。                       （資料 22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．体験における行動論 

 人間の精神と行動の関係は５層構造で説明できます。 

そのコアにある人間の気質は不変です。それは生命に関わるような危急存亡のときに現れる行動とい

っても良いものです。中心から２層目の性格も基本的には変わることはありませんが、４層目の行動

が変わると変わったと評価されるものです。３層目の信念体系はフィロソフィー（哲学）、イデア（思

想）、ポリシー（信条）ともいわれるもので、変えることのできるものです。最も外殻に位置する５

層目の環境は家庭や職場、地域などの概念であり、これまた変えることが可能なものです。つまり、

行動をより良く変えることによって、信念体系を変え、性格までも変わったと評価されることができ

れば、それは良い教育であると考えられます。基本的な人間の行動理論を踏まえて、体験の中身を確

立していくことが必要です。 

 

   ふるさとへの愛着を培い、人をより良く変えていく。 

 

  揺り動かされるような深い感動、心震えるような熱い思い   

  を感じたときに人は変わる。 

 

   感動をもたらすような体験＝地育力に基づく 

                  ほんものの体験 

 

自然生活体験  

少ない 

道徳観・正義感 

ある ない 

多い 
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７．地域資源と地育力の関係 

 地育力に基づく体験プログラムとなり得る地域資源は、自然・人（様々な技や生業を持った地域の

人々）・歴史・文化（飯田らしさといわれるものの総体）・産業などを意味しています｡これらの地域

資源を活用可能な状態にすることが資源の資産化です。この地域資源を資産にしていくために大切な

点は、人が関わっていくということです｡自然と人の関わり、歴史を研究する人々、文化を担う人々、

産業の担い手など、人との関わりの中で成立しています。したがって、これらを地育力の柱とする｢体

験｣として活用していくことは、｢地域資源を人との関わりの中で体験する｣ことに他なりません｡ 

                                                                               (資料 23) 

 

８．体験プログラムの開発方法 

 体験プログラムは、地域のフィールドを使い、地域の人々がインストラクターとして関わる体験プ

ログラムのことです。体験プログラム実施明細書により、諸要件を把握し整備すれば、教育的な効果

の高いプログラムの開発が可能となります。実施明細書には、体験プログラム名、実施場所、受入れ

先責任者名、１回当りの受入れ可能人数、所要時間、受入れ可能時刻、費用（人数別）、昼食場所、

トイレ、持ち物などの基本事項に加え、教育効果、体験のねらい、プログラムの進行方法という教育

的な効果に関する事項が必要になります。                   

 

９．体験と学力の関係 

 ２００２年新学習指導要領における学力の捉え方は、｢自ら学び、自ら考え、自ら判断する問題解

決能力｣といえるもので、そのために、ゆとり教育の中で総合的な学習の時間を設け、｢生きる力｣を

育むこととしました。平成１７年ＯＥＣＤの学習到達度調査結果（ＰＩＳＡ）により学力低下問題が

論じられるようになります。文部科学省のいう｢確かな学力｣とは、新学習指導要領の｢生きる力｣の方

向性や体験的な学習の重要性には誤りがないとしながらも、｢ゆとり｣が頑張らなくてもよいという誤

ったメッセージを与えてしまったのではないかというものです。さらに、次の学習指導要領改訂作業

において論議されるといわれている｢言葉の力｣においても、言葉の力の背景にある現実性というもの

は、様々な体験に裏打ちされていなければならないとされており、体験的な学習の重要性と期待は

益々高まるものと考えられます。 

環  境 （可変なもの） 

行  動 

信念体系 

性  格 

気 質 

（可変なもの） 
（フィロソフィー・イデア・ポリシー 
         可変と評価されるもの） 

（不変なもの） 

（可変と評価されるもの） 
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第２節 キャリア教育 

１．キャリア教育の進め方 

 キャリア教育について文部科学省などは『若者挑戦プラン』を策定し、デュアルシステム（学校教

育と職業教育の二重路線構造）を骨格とする職業教育や職能教育の実施を提唱しています。職業体験

（インターンシップ）は、小中高校生を対象に行うキャリア教育の一環です。故郷の企業やそこに働

く人々と接することにより、地場産業に対する理解を深め、児童・生徒・学生が自分の可能性に気づ

き、将来の職業に対する希望や勤労意識、自分の夢を実現するための意欲などを醸成するために実施

するものです。 

 地育力向上連携システムにおけるキャリア教育は、小中高等学校に職業・企業体験に関するコーデ

ィネートを行うものです。ニート（ＮＥＥＴ）対策（カウンセリング等）については産業経済部が主

管であり、地育力向上連携システムは、職業体験（インターンシップ）コーディネートという機能で

連携していくことが可能です。 
 キャリア教育については、小学校から高校生まで、体系的に職場見学や職業体験を位置づけて飯田

型キャリア教育プログラムを開発することを視野におきます。 
 
 進め方 
① 企業向け受入れキャンペーンの実施（長野県経営者協会飯伊支部、飯田商工会議所、飯田職

業安定協会等と連携します。） 
② 受入れ企業の募集 
③ 実施学校の選定（中学校） 
④ 学校・生徒向けガイダンスの実施（インターンシップに当たる事前の動機付け講座） 
⑤ 企業向けガイダンスの実施（受入れ事業所側の課題解決とカリキュラムの作成に向けて） 
⑥ 職業体験学習の実施 
⑦ 職場体験の効果測定と評価の実施 
インターンシップにおける課題は、生徒の意欲をどう高めるかという送り手側の問題と、受入

れ側企業が生徒に何を伝え、どう指導し、ゴールをどこに設定するかということです。受入れ

企業にとっては、未来の労働者であり、未来の消費者である子どもたちに企業の価値を知って

もらう絶好の機会となります。つまり企業の社会的価値の向上につながるということです。 
 

２．キャリア教育の取り組みと課題 

 現在、市内の中学校１０校は、様々な職業体験学習を実践しており、概ね１日から３日間の体験を

行っています。文部科学省は｢キャリア･スタート･ウィーク事業｣として５日間の職場体験学習を提唱

しており、市内中学校の一部で平成１８年度から取り組みを開始しました｡ 

 実施に当たっては、経営者協議会・商工会議所・農協・社会福祉協議会・公民館・工業課・ＰＴＡ・

学校教育・生涯学習・学校が実行委員会体制を組み、受入れ企業の募集に当り、多くの企業の賛同を

得るなど成果を納めました｡ 

 今後、５日間の職場体験学習を実施する学校を増やしていく必要があります。そのためには、受入

れ企業データの集積と学校への情報提供や企業側への学校情報の提供などが必要であり、学校教育と

生涯学習が連携して、一元的なコーディネートを行う必要性が高まっています｡ 

 

３．企業経営者からの提言 

 現在、企業は２００７年から始まる団塊の世代の大量退職問題に大きな懸念を持っています｡ 

企業の社会的な責任を果たすことも大きな役割になっており、地域の企業を知ってもらい、地域に定

着してもらうためにも、企業側もその資源を活用した協力を行うとの提言がされています｡ 

                                        （資料 24） 

  



 

 - 9 - 

第３節 人材育成のための研究機関ネットワークの構成 

１ 研究機関とのネットワーク 

 持続可能な地域を目指して地域経営に当たるためには、地育力を担う人材づくりや、高校生の進学

先、地域戦略を考える機能など、高等教育機関との連携が不可欠です。さらに、地育力を高めるため

には、地域や学校、企業などの人材を育成していくことが必要になります。これらの人々を育成し、

或いはリカレント（再教育）していくために、地域の研究者や研究機関、社会教育施設が密接に連携

し、人材育成のネットワークを構成することが必要になります。 

 飯田下伊那には、様々な研究団体があり、地域研究団体連絡協議会が横断的な組織となり、伊那谷

学（地元学）の研究を行っています。また、短期大学や専門学校などの人的資源を有し、くわえて美

術博物館、中央図書館、歴史研究所、文化会館など市の社会教育・研究施設等も充実しています。こ

れらを活用すれば、ネットワーク型の人材育成機能を持つことが可能になります。地域資産の活用の

ために人材を育成する、さらには地域の人々のリカレント（再教育）を行い、より高い自己実現につ

なげていくという人材育成のサイクルを形成していくことになります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 飯田出身者とのネットワーク 

 平成１９（２００７）年から、戦後の第１次ベビーブーム世代、いわゆる団塊の世代が定年退職期

を迎えます。飯田の出身者は、様々な教育を受け、多様な職業生活を送ってきた人々です｡これらの

人々とのネットワークを組みながら、飯田から郷土の様々な情報を提供するとともに、出身者には積

み重ねてきた知識・技能を飯田の人材育成に還元していただきます。双方向の情報交換は、人材育成

にとどまらず、産業振興面や交流居住（総務省の提唱する都市住民の多様な居住形態）にもつながる

ことになります｡ 

伊那谷自然

友の会 

飯田女子 
短期大学 

飯田ゆめみ

らいＩＣＴ

カレッジ 

伊那谷地名

研究会等 

伊那史学会 

飯田下伊那地域研究団体連絡協議会 
（伊那谷学の推進） 

人材 

人材 

研修・再教育 

研修・再教育 

文化会館 公民館 

歴史研究所  図書館 美術博物館 

生涯学習課 

（事務局） 

スポーツ課 

飯田出身者

ネットワー

ク（仮称） 

情報交換 

地育力の担い手  

 育   成 
（市民・学校  

 ・企業等） 
 

人材 
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 －第４章－ 地育力向上連携システム 

第１節 第５次基本構想との関係、及び事務事業の方向性 

 第５次基本構想・基本計画における人材育成を担う政策名は｢地育力によるこころ豊かな人づくり｣

となっています｡この中で施策は９つに分類されていますが、ここでは、地育力の向上のために、①

家庭教育の充実、②幼児教育の充実、③学校教育の充実、④ふるさと意識の醸成、⑤社会と子どもや

青少年の関係の充実、⑥別の地域の別の力の活用、⑦スポーツの振興、⑧文化芸術の振興、⑨学習交

流の推進の９つとします｡ 

 基本的に、地育力向上連携システムの根幹とした『体験』『キャリア教育』『研究機関ネットワーク』

の具体的な推進は、教育委員会の学校教育、生涯学習、スポーツ、公民館、図書館、文化会館、美術

博物館、歴史研究所等の各機関の連携を基礎に、自治組織や市民グループ、産業経済部・保健福祉部

等の関係機関との連携と協働で実施していくことになります｡ 

 この計画は第５次基本構想・基本計画と連動し、毎年関連事務事業の評価を行い、必要があれば計

画の修正を行います。また、この計画は平成２３年度に中間的な見直しを行うこととします。 

【政 策】    【施  策】           【今後想定される事務事業の方向】 

      （ ）内は地育力システムによる                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
育
力
で
心
豊
か
な
人
づ
く
り

家庭教育の充実 
（家庭教育の支援）

スポーツの振興 
（スポーツの振興）

乳幼児教育の充実 
（乳幼児教育の充実） 

義務教育の充実・高等教育の充実 

（学校教育の充実） 

ふるさと意識の醸成 
（ふるさと意識の醸成） 

共に歩む社会づくりの推進 

（社会と子どもや青少年の関係の充実）

都市間交流の推進 
（政策名：交流と連携が活力を生むまちづくり） 

（別の地域の別の力の活用） 

文化芸術の振興 
（文化芸術の振興） 

学習交流の推進 
（学習交流の推進） 

・幼児期の親子体験プログラムの策定と実施 
・父親の家庭教育への参加 
・親の情報リテラシーの向上 ・食育の推進等  

・新すくすくプランとの連携による事業実施 
・幼児期の親子体験プログラムの策定 
・小学校入学前の子どもの指針づくり等  

・総合学習支援 ・学年別体験プログラム策定 

・モノづくり教育 ・コミュニティスクール ・食育の 

 推進 ・教員の資質向上 ・ＩＴ教育 ・キャリア教育等

・自然 文化 歴史 人等の地域資源の学校向け教材化促進 
・資源と学校団体の結びつけ ・研究機関ネットワークの

 活用 ・美博 図書館 歴研の機能充実と活用 

・意識醸成 ・キャンペーンの実施  

・キャリア教育の推進（コーディネーターの設置） 

・中高校生の地域づくりへの参画 ・児童センター活用等

・小中学生の長期自然体験の実施 
・中高校生の国際交流の実施 
・特別教育活動の内容検討 ・出身者ネットワーク

・総合型地域スポーツクラブの育成 
・ウォーキング等健康増進の推進 
・競技力の向上策の実施 

・文化芸術に触れる機会の充実策の実施 
・人形劇フェスタの実施 
・舞台芸術等自己表現の機会の充実 

・まちづくり委員会等、地域における学習交流活動

・社会問題に対する意識啓発と学び合い 
・地域教育力の醸成策の実施 
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第２節 地育力向上連携システムにおける連携の体系 

１ ライフステージ別課題に対応した３本柱を中心とする展開 

 地育力向上連携システムにおける連携の基本は、市民の各ライフステージおける課題毎の関係機

関・団体等の連携を基本とします。つまり、関係機関の機能や事務分掌主体の連携では、市民の幅広

い課題に対応できないからです。市民のライフステージは、大きく分けると、乳児期、幼児期、学齢

期、青年期、壮年期、老年期となります。その中でも子育て期は青年期、壮年期にまたがることとな

ります｡ライフステージ別に地育力を高める方策を展開していくということです。子どもたちと親た

ちの課題を解決するために『体験』、『キャリア教育』、『研究機関ネットワーク』の３本柱を有効に機

能させていくことが大切です｡                          （資料 25） 

                        

２ 『体験』、『キャリア教育』における連携体制 

（１）『体験』の連携 

 体験の連携については、地育力コーディネーターが中心となって、公民館などと連携して地域資源

や地域資産の集積を行い､既存の体験プログラム（約２００）の検証と評価を行った上で、学校と連

携してそれらの教材化を行います。総合学習支援事業としての体験プログラムの提供や農業体験や自

然体験など活用した学年別体験プログラムの策定を視野に置きます。また、親子体験や子育て支援グ

ループ等、幅広い市民の要望に応えて、体験プログラムの提供の機会を広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）キャリア教育の連携 

 キャリア教育コーディネーター（学校教育課、生涯学習課）と、小中学校（義務教育）、高等学校、

事業所、商工会議所、経営者協議会などをネットワークします。また、小学生の職場見学、働く人か

らのインタビューなどを取り入れ、幅広い産業を活用した小学校からの飯田型キャリア教育プログラ

ムを開発します。実施結果をフィードバックすることで、学校側は生徒の目的意識を高め、教職員の

キャリア教育における企業への理解を深めることにつながります｡企業側は受入れ体制とカリキュラ

ムの充実を図ります。 

 キャリア教育コーディネーターは、全ての受入れ企業情報を把握し学校に提供します｡学校から受

け取った職場体験学習の実施期間に関する情報を企業側に伝えます｡学校側からの相談や事業所側の

受入れに当たっての研修会などのコーディネートも行います｡ 
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（３）その他の課題における連携（例示） 

①食育 

 現状では、保健課、児童課、公民館、学校、市民グループ、農業課等が個別に事業を展開していま

す。食育の基本は、「生産体験→収穫体験→味覚体験」を基軸に、健康増進や基本的な生活習慣の定

着などに結びつけていくとその効果をあげることができます。今、学校現場での三大食べ残しは、酢

の物、和え物、煮物といわれています。好き嫌いや食事のマナーなどの課題は、食育の基本の確立で

大幅に改善することも可能です。食育推進本部を構成し、保健課・農業課・生涯学習課を事務局とし

て、食育カリキュラムの策定、ボランティア（市民グループ）の充実、地育力コーディネーターと連

携した農業体験プログラムの情報提供とコーディネート、地産地消による生産振興なども視野に入れ

て取り組みます｡ 
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②地域と学校、家庭の関わりの緊密化 

 市内各地区は、人口構成や産業構造も異なっており、それぞれ特色ある地域づくりを進めてきまし

た。その中に存在する小中学校や公民館もまた、それぞれの地区の風土を反映して、特色ある教育を

創りだしてきました｡地育力の向上は地区課題でもあり、地域自治組織やまちづくり委員会を構成す

る団体等が連携して地育力向上連携事業を行うことが可能になります｡特色ある教育キャンペーンや

子どもたちの安全確保、｢体験｣を活用した青少年健全育成事業や中高校生の地域づくりへの参画、小

学校を拠点として実施する｢放課後子どもプラン｣（平成１９年度文部科学省事業－予定）への地域団

体の連携などが可能となります｡小学校区での関係団体の密接な連携が成功のポイントになります｡ 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        （資料 26） 

第３節 地育力向上連携システムの整理 

 地育力向上連携システムを整理すると、下記のような図に表すことができます｡ 

すなわち、『体験』や『キャリア教育』は、地域資源や地域資産を活用した、地育力を高め、郷土愛

を持ち、心豊かな人を育む上部構造であり、そのための人材育成が『研究機関ネットワーク』を活用

して行われるということです。『体験』『キャリア教育』『研究機関ネットワーク』が三位一体となっ

て、システムが機能していくことになります。研究機関相互の地育力に対する認識を深め、｢地域を

学ぶ、地域で学ぶ｣人材を生み出していかなければなりません｡ 
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 － 結 び － 

 ｢－地育力－ 飯田の資源を活用して、飯田の価値と独自性に自身と誇りを持つ人を育む力｣を言い

換えると、｢飯田を知ることで飯田を愛し、誇りに思う人材の育成を継続して、未来につながる地域

づくりを住まう人全てが担う飯田の総合力｣ということができます。 

 地育力向上連携システムは、今後、様々な場面を通じて市民の皆さんにご理解いただき、次世代を

担う人を生み出す大きな教育運動として展開していく必要があります｡この２０年間で子供たちと子

供たちを取り巻く状況は大きく変わりました。次の世代は親の世代より、果たして豊かで幸福な人生

を送ることができるのか、疑問を抱かざるを得ない社会の課題も山積しています｡ 

 全国的な課題の解決のためには、社会政策的なアプローチが必要です。一方で、地域の課題と密接

な関係にある教育の課題は、市民がみずから意識をもって協働することで、より良い解決策を引き出

していくことも可能になります｡ 

 教育は百年の大計であるといわれます。地育力を高めていく道は、たとえ『日暮れて道遠し』のも

のであっても、なお挑戦し続けなければならないものです｡ 

  

 地育力という新しい言葉のもとに、みんなで飯田の未来につながる子どもたちの未来を切り拓いて

いきたいと願うものです｡ 

 

 

 

 


